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お悔やみ手続の「ご案内」（新様式）の運用 

 

１．概要 

現在、本市では、死亡届を受け付けた際に、ご遺族様に対し、市役所で必要な手

続や、必要書類をお示しした「ご案内」をお渡ししておりますが、今般、より分か

りやすい「ご案内」とするため、見直しを行います。 

 

２．手続きの流れ 

①市役所で、死亡届を受け付けた際は、通常、手続に来られた葬儀屋さんへ「ご

案内」をお渡ししており、葬儀屋さんからご遺族様へ「ご案内」が届くことと

なります。 

 

②当「ご案内」は、ご遺族様が市役所窓口で必要な手続をされる際の参考にして

いただくものとしてお渡ししておりますが、個別に申込みがあれば、必要な

手続項目に「✔」を入れた「ご案内」をご遺族様にお渡し（メールか FAX、郵

送での送付又は市民環境課窓口でのお渡し）いたします。 

    「✔」を入れた「ご案内」をご希望される方は、市民環境課への電話又は

QR コードの読み取りにより申込みをしていただきます。その際、手続に来庁

される予定日を指定していただければ、市役所での手続がよりスムーズにな

ります。なお、準備に４日程度（土日祝除く）お時間をいただきます。 

 

③金融機関等、市役所以外での手続に必要な書類の中には市役所で発行するもの

（戸籍謄本等）があるため、必要書類を確認いただき来庁されると手続がスム

ーズです。 

 

３．開始時期 

令和５年４月１日 
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